
移動制限区域、搬出制限区域及び消毒ポイント

※地図は国土地理院の地理院地図を使用

No. 開設期間・時間 名称・住所 対象道路 

1 
7 月 9 日（火）から当面の間  

午前 6時から午後 6 時まで 

愛知県緑化センター第 2 駐車場 

豊田市西中山猿田 21-1 

国道 

419 号 

２ 
8 月 10 日（土）から当面の間 

午前 6時から午後 6 時まで 

豊田地域文化広場 

豊田市西田町けやき 1 

県道 

232 号線 

３ 
7 月 9 日（火）から当面の間 

24 時間体制 

愛知県口論義運動公園第２駐車場 

日進市北新町西口論議３２３－８ 

市道 

北新田長久手線

４ 
7 月 9 日（火）から当面の間 

午前 6時から午後 6 時まで

長久手市農村環境改善センター 

長久手市前熊前山１７３ 
県道 215 号線 

５ 
7 月 11 日（木）から当面の間 

24 時間体制

県営小幡緑地（東園）東駐車場 

尾張旭市桜ケ丘町西 
県道 213 号線 

６ 
7 月 10 日（水）から当面の間 

午前 6時から午後 6 時まで

国道２４８号西側廃道敷 

瀬戸市広之田町２２５－１ 
国道 248 号 

７ 

8 月 10 日（土）から当面の間 

午前 7 時 30 分から午後 7 時 30 分まで 

（大型車両不可）

県営牧野ヶ池緑地西側駐車場 

名古屋市名東区猪高町大字高針 
国道 302 号 

：継続、その他は新規 

半径 3ｋｍ円 移動制限区域

半径 10ｋｍ円  搬出制限区域 

１：愛知県緑化センター 

（午前 6 時～午後 6 時）

２：豊田地域文化広場 

（午前 6 時～午後 6 時）

３：愛知県口論議運動公園 

（24 時間体制） 

４：長久手市農村環境改善センター

（午前 6 時～午後 6 時） 

５：県営小幡緑地  

（24 時間体制） 

６：国道２４８号西側廃道敷 

（午前 6 時～午後 6 時）

７：県営牧野ヶ池緑地 

（午前 7 時 30 分から午後 7 時 30 分）

１４例目 

１５例目 

１３例目 
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